
　

65
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被

保
険
者
）の
介
護
保
険
料
額
は
、

市
区
町
村
民
税
の
課
税
状
況
や

前
年
の
所
得
を
も
と
に
算
定

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
市
区
町

村
民
税
の
課
税
お
よ
び
前
年
の

所
得
が
確
定
す
る
ま
で
の
間
は
、

暫
定
賦
課
ま
た
は
仮
徴
収
が
行

わ
れ
ま
す
。

保
険
料
の
納
付

●
暫
定
賦
課

▼	

対
象　

普
通
徴
収
の
方
（
納

付
書
に
よ
り
保
険
料
を
納
め

る
方
）

＊�

第
１
期
・
第
２
期
の
保
険
料

額
は
、
暫
定
的
に
前
年
度
の

所
得
段
階
を
も
と
に
算
定

し
、
前
年
度
の
保
険
料
年
額

（
別
表
参
照
）
の
お
お
む
ね

６
分
の
１
の
額
と
な
り
ま
す
。

納
付
書
は
４
月
中
旬
に
送
付

し
ま
す
の
で
、
納
め
忘
れ
の

な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

�

▼
納
期
限

・
第
１
期　

４
月
30
日
㈫

・
第
２
期　

７
月
１
日
㈪

◎
安
心
・
便
利
な
口
座
振
替
！

　

�

納
期
限
の
日
に
指
定
の
口
座

か
ら
保
険
料
を
振
り
替
え
ま

す
の
で
、
納
め
忘
れ
の
心
配

も
解
消
さ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

︽�

申
込
方
法
︾
預
金
口
座
振
替

依
頼
書
・
自
動
払
込
利
用
申

込
書
（
納
入
通
知
書
に
と
じ

込
み
）
に
記
入
・
押
印
の
上
、

預
（
貯
）
金
通
帳
・
届
出
印

を
持
参
し
て
、
市
指
定
の
金

融
機
関
ま
た
は
郵
便
局
の
窓

口
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

●
仮
徴
収

▼	

対
象　

特
別
徴
収
の
方
（
年

金
か
ら
保
険
料
が
天
引
き
さ

れ
る
方
）

○�

前
年
度
に
特
別
徴
収
さ
れ
て

い
た
方

　

�

平
成
25
年
２
月
に
年
金
か
ら

天
引
き
さ
れ
た
額
と
同
じ
額

が
、
４
月
・
６
月
・
８
月
に

支
給
さ
れ
る
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
ま
す
。
年
度
間
の
天

引
き
額
を
平
準
化
す
る
た

め
、
８
月
の
仮
徴
収
額
を
変

更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○�

平
成
25
年
度
か
ら
特
別
徴
収

が
開
始
さ
れ
る
方

　
�

前
年
度
の
保
険
料
年
額
の
お

お
む
ね
６
分
の
１
の
額
が
、

支
給
月
ご
と
に
年
金
か
ら
天

引
き
さ
れ
ま
す
。

●
保
険
料
額
の
決
定
時
期

�　

平
成
25
年
度
の
介
護
保
険
料

額
は
、
７
月
下
旬
～
８
月
中
旬

に
決
定
さ
れ
、「
介
護
保
険
料

納
入
通
知
書（
普
通
徴
収
の
方
）」

ま
た
は
「
介
護
保
険
料
額
決
定

通
知
兼
特
別
徴
収
開
始
通
知
書

（
特
別
徴
収
の
方
）」
を
送
付

し
ま
す
。
保
険
料
年
額
や
所
得

段
階
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
の

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
Ｑ
＆
Ａ

Ｑ	

１　

４
月
に
納
付
書
が
２
通

届
き
ま
し
た
。
両
方
と
も
納

め
る
の
で
す
か
？

Ａ	

１　

平
成
25
年
２
月
以
降
に

資
格
を
取
得
さ
れ
た
方
（
65

歳
に
な
っ
た
り
、
市
に
転
入

し
た
方
）
に
は
、
平
成
25
年

度
暫
定
賦
課
分
の
納
付
書
の

ほ
か
に
平
成
25
年
度
随
時
分

（
平
成
25
年
２
月
ま
た
は
３

月
分
）
の
納
付
書
も
送
付
し

て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
納
め

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
、
忘
れ
ず
に
納
付
し

て
く
だ
さ
い
。

Ｑ	

２　

保
険
料
を
納
め
ら
れ
な

い
と
き
は
、
ど
う
す
れ
ば
い

い
の
で
す
か
？

Ａ	
２　

災
害
な
ど
の
特
別
な
事

情
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難

と
な
っ
た
と
き
は
、
市
役
所

介
護
福
祉
課
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

Ｑ	

３　

保
険
料
を
納
め
な
い
と

ど
う
な
り
ま
す
か
？

Ａ	

３　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

し
た
際
の
利
用
者
負
担
は
、

通
常
か
か
っ
た
費
用
の
１
割

で
す
が
、
保
険
料
を
滞
納
し

て
い
る
と
、
滞
納
期
間
に
応

じ
て
次
の
よ
う
な
給
付
制
限

の
措
置
が
と
ら
れ
ま
す
。

◎
１
年
以
上
滞
納
す
る
と
⋮

　

�

費
用
の
全
額
を
利
用
者
が

い
っ
た
ん
自
己
負
担
し
、
申

請
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、

後
で
保
険
給
付
分
（
費
用
の

９
割
）
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

◎�

１
年
６
か
月
以
上
滞
納
す

る
と
⋮

　

�

費
用
の
全
額
を
利
用
者
が
負

担
し
た
上
で
、
申
請
後
も
保

険
給
付
費
の
一
部
ま
た
は
全

部
が
差
し
止
め
ら
れ
ま
す
。

さ
ら
に
滞
納
が
続
く
と
滞
納

し
て
い
た
保
険
料
と
相
殺
さ

れ
ま
す
。

◎
２
年
以
上
滞
納
す
る
と
⋮

　

�

利
用
者
負
担
が
１
割
か
ら
３

割
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
り
、

高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
等
が

受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
し

ま
す
。

平
成
25
年
度

介
護
保
険
料︵
暫
定
賦
課
・
仮
徴
収
︶

●
問
合
先　

市
役
所
介
護
福
祉
課　

介
護
保
険
Ｇ　

内
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３
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